
海
岸
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

海
水
が
堤
防
等
を
越
え
て
侵
入
し
た
場
合
の
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
、
減
災
機
能
を
有
す
る
粘
り
強
い
構
造
の
堤
防
等
の

整
備
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
財
政
的
及
び
技
術
的
支
援
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
緑
の
防
潮
堤
」
の
整
備
に
当
た
っ

て
は
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
住
民
の
意
見
の
反
映
に
努
め
る
と
と
も
に
、
堤
防
本
来
の
防
護
機
能
に
加
え
減
災
機
能
が

十
分
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
、
技
術
的
な
基
準
等
の
整
備
及
び
普
及
等
に
努
め
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
景
観
及
び
生
態
系
に
配
慮

し
つ
つ
、
防
潮
堤
の
海
側
へ
の
植
樹
な
ど
も
含
む
粘
り
強
い
海
岸
保
全
施
設
の
研
究
・
開
発
に
引
き
続
き
努
め
る
こ
と
。

二

海
岸
管
理
者
、
関
係
行
政
機
関
の
長
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
は
本
法
第
二
十
三
条
の
二
の
協
議
会
の
設
置
の
必
要

性
に
つ
い
て
十
分
調
整
す
る
こ
と
。
特
に
、
地
域
の
住
民
や
市
民
団
体
等
が
協
議
会
の
設
置
と
同
協
議
会
へ
の
参
加
を
求
め

た
場
合
に
は
、
海
岸
管
理
者
等
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
。

三

東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
水
門
等
の
操
作
に
従
事
し
た
多
く
の
方
が
犠
牲
に
な
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
水
門
等
を
管
理
す



る
全
て
の
海
岸
管
理
者
等
に
お
い
て
早
期
に
操
作
規
則
等
が
策
定
さ
れ
る
よ
う
支
援
及
び
助
言
す
る
と
と
も
に
、
「
水
門
・

陸
閘
等
管
理
シ
ス
テ
ム
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
周
知
徹
底
、
水
門
等
の
管
理
運
用
の
実
態
把
握
及
び
自
動
化
等
の
促
進
な
ど
に

努
め
、
水
門
等
の
現
場
操
作
員
の
安
全
確
保
が
最
優
先
に
図
ら
れ
る
よ
う
万
全
を
期
す
こ
と
。

四

海
岸
保
全
施
設
の
適
切
な
維
持
管
理
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、
海
岸
保
全
施
設
の
維
持
等
に
関
す
る
技
術
的
基
準
を
早
期

に
定
め
る
と
と
も
に
、
「
海
岸
保
全
施
設
維
持
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
周
知
徹
底
を
図
り
、
堤
防
等
に
お
い
て
当
該
マ
ニ
ュ

ア
ル
に
沿
っ
た
健
全
度
評
価
が
実
施
さ
れ
、
予
防
保
全
の
考
え
方
に
基
づ
く
長
寿
命
化
計
画
が
早
期
に
策
定
さ
れ
る
よ
う
財

政
的
及
び
技
術
的
支
援
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
必
要
と
な
る
人
材
の
育
成
を
支
援
す
る
こ
と
。

五

「
生
態
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
更
な
る
充
実
強
化
に
よ
る
生
物
多
様
性
の
保
全
と
回
復
」
が
新
た
な
「
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ

ザ
イ
ン
」
（
骨
子
）
に
お
け
る
基
本
戦
略
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
海
岸
保
全
施
設
の
整
備
を
含
む
防
災
・

減
災
対
策
の
強
化
に
当
た
っ
て
は
、
自
然
海
岸
の
保
全
や
砂
浜
の
再
生
に
努
め
る
な
ど
自
然
環
境
と
の
調
和
を
図
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


